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税 税

所
得
税
と
市
県
民
税
の
申
告
は
お
早
め
に

受
付
は
２
月
16
日(

月)

〜
３
月
16
日(

月)
平
成
20
年
分
の
所
得
税
の
確
定
申
告
と
、
平
成
21
年
度
の
市
県
民
税
の
申
告
の

時
期
に
な
り
ま
し
た
。

申
告
期
限(
３
月
16
日)

が
近
づ
く
と
、
会
場
が
大
変
混
雑
し
ま
す
の
で
、
申
告

は
早
め
に
済
ま
せ
ま
し
ょ
う
。

２
月
22
日(

日)
と
３
月
１
日(

日)

は
休
日
で
す
が
、
申
告
の
受
付
や
相
談
を
受

け
つ
け
て
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▼
事
業
を
し
て
い
る
場
合
、
不
動
産

収
入
が
あ
る
場
合
、
土
地
や
建
物

を
売
っ
た
場
合
な
ど
で
、
平
成
20

年
中
の
所
得(

収
入
額
か
ら
必
要
経

費
を
引
い
た
も
の)

の
合
計
額
が
、

配
偶
者
控
除
、
扶
養
控
除
、
基
礎

控
除
な
ど
の
所
得
控
除
の
合
計
額

を
超
え
る
人

▼
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
人
で
、
次
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

①
給
与
以
外
の
所
得（
退
職
所
得

を
除
く
）が
、
20
万
円
を
超
え

る
人

②
２
か
所
以
上
か
ら
給
与
を
受

け
て
い
る
人

③
平
成
20
年
中
の
給
与
収
入
が
、

２
千
万
円
を
超
え
る
人

▼
平
成
21
年
１
月
１
日
に
市
内
に
居

住
し
、
平
成
20
年
中
に
所
得
が
あ

っ
た
人

▼
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る

人
▼
平
成
20
年
12
月
31
日
現
在
で
、
し

ょ
う
が
い
者
の
認
定
を
受
け
て
い

る
人

▼
平
成
20
年
12
月
31
日
現
在
で
、
夫

と
死
別
後
再
婚
し
て
い
な
い
女
性

で
、
合
計
所
得
金
額
が
５
百
万
円

以
下
の
寡
婦
な
ど
。

市
役
所
東
別
館
６
階
会
議
室

●注
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
市
税
減
額
申
告

は
、
市
役
所
本
館
１
階
の
税
務
課
で
す
。

▼
時
間
　
８
時
30
分
〜
11
時
30
分

13
時
〜
16
時

※
３
月
10
日(

火)

〜
13
日(

金)

ま
で

は
、
受
付
時
間
を
18
時
30
分
ま
で

延
長
し
ま
す
。

申
告
会
場(

東
別
館)

で
は
、
次
の
休

日
も
申
告
を
受
け
付
け
ま
す
。

▼
と
き
　
２
月
22
日(

日)
３
月
１
日(

日)

▼
時
間
　
９
時
〜
11
時
30
分

13
時
〜
16
時

申
告
期
間
中
は
、
申
告
会
場
の
ほ

か
、
次
の
会
場
で
も
申
告
の
相
談
や

受
付
を
行
い
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に

お
越
し
く
だ
さ
い
。

所
得
税
の

確
定
申
告
が
必
要
な
人

市
県
民
税
の

申
告
が
必
要
な
人

申
告
会
場

巡
回
申
告
相
談

申
告
で
市
県
民
税
の

税
額
が
変
わ
る
人

税
務
課
市
民
税
・
国
保
料
グ
ル
ー
プ

（
7
XX
６
５
２
４
）

浅
井
支
所
市
民
福
祉
課

（
7
aa
４
３
５
２
）

び
わ
支
所
市
民
福
祉
課

（
7
__
５
２
５
３
）

お問合せ先

〒 
長浜大宮郵便局 

長浜八幡宮 

長浜市役所 
本館・別館 

長浜市 
社会福祉センター 

長浜小 
西中 

長浜北星高 

至長浜駅 

旧
国
道
８
号
線 

法務局 

8

長浜市役所 
東別館 

会場位置図

相談会場 申告受付・相談日時 相談内容等

浅井支所
(３階会議室)

２月23日(月)
～27日(金) ９時～

11時30分

13時～16時

●市県民税の申告
●所得税の確定申告
＊医療費控除や途中
退職などの還付申
告、公的年金等に
関する申告

３月４日(水)
～６日(金)

３月10日(火) 14時～16時

びわ支所
(１階会議室)

姉川コミュニティ
防災センター

●
申
告
書(

市
税
務
課
ま
た
は
税
務
署

か
ら
送
付
さ
れ
た
書
類)

●
印
鑑

●
源
泉
徴
収
票
ま
た
は
給
与
支
払
証

明
書

●
公
的
年
金
な
ど
の
源
泉
徴
収
票

●
事
業
所
得(

農
業
所
得
含
む)

や
不
動

産
所
得
な
ど
が
あ
る
人
は
、
所
得

計
算
の
資
料(

収
入
・
経
費
明
細
を

記
載
し
た
「
収
支
内
訳
書
」
や
支

払
証
明
書)

●
配
偶
者
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る

人
は
、
源
泉
徴
収
票
な
ど
の
配
偶

者
の
所
得
の
わ
か
る
書
類

●
生
命
保
険
な
ど
の
各
種
支
払
証
明
書

●
国
民
年
金
保
険
料
支
払
証
明
書
ま

た
は
領
収
書

▼
①
〜
③
に
該
当
す
る
人
は
次
の
も

の
も
お
持
ち
く
だ
さ
い

①
平
成
20
年
中
に
国
民
健
康
保
険
料

等
を
納
め
ら
れ
た
人
は
、
市
税
務

課
か
ら
送
付
し
た
「
社
会
保
険
料

払
込
証
明
書
」

②
不
動
産
所
得
で
、
市
の
固
定
資
産

税
を
必
要
経
費
と
し
て
申
告
さ
れ

る
人
は
、
固
定
資
産
税
の
課
税
明

細
書

③
医
療
費
控
除
を
申
告
さ
れ
る
人
は
、

平
成
20
年
中
に
支
払
わ
れ
た
医
療

費
の
総
額
を
必
ず
計
算
し
て
お
い

て
く
だ
さ
い
。（
文
書
料
・
差
額
ベ

ッ
ト
料
金
・
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の

予
防
接
種
費
用
な
ど
、
医
療
費
控

除
の
対
象
に
な
ら
な
い
経
費
が
あ

り
ま
す
。）
ま
た
、
健
康
保
険
や
生

命
保
険
で
補
て
ん
さ
れ
た
保
険
金

が
あ
れ
ば
、
補
て
ん
さ
れ
た
金
額

が
わ
か
る
も
の
を
必
ず
お
持
ち
く

だ
さ
い
。

※
こ
の
ほ
か
に
、
65
歳
以
上
で
要
介

護
認
定
を
受
け
て
い
る
寝
た
き
り

ま
た
は
重
度
の
認
知
症
の
人
は
、

特
別
障
害
者
の
「
認
定
書
」
で
特

別
障
害
者
控
除
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
お
む
つ
費
用
の
医
療
費
控

除
を
受
け
る
の
が
２
年
目
以
降
の

人
は
「
証
明
書
類
」
で
医
療
費
控

除
が
受
け
ら
れ
ま
す
。
認
定
書
、

証
明
書
類
の
発
行
な
ど
詳
し
く
は
、

市
高
齢
福
祉
介
護
課(

7
X
７
７
８

９)

へ
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

※
株
式
、
譲
渡
に
関
す
る
申
告
は
、

市
で
は
受
付
し
て
い
ま
せ
ん
。
税

務
署
で
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

平
成
18
年
末
ま
で
に
入
居
し
、
所
得

税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
を
受
け
て
い
る

人
で
、
所
得
税
か
ら
控
除
し
き
れ
な
か

っ
た
額
が
あ
る
場
合
は
、
平
成
21
年
度

の
市
県
民
税(

所
得
割)

か
ら
控
除
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
対
象
の
人
は
、
確

定
申
告
期
間
中
に
市
税
務
課
で
控
除
の

申
告
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
税

務
署
で
確
定
申
告
を
さ
れ
る
場
合
は
、

税
務
署
へ
控
除
申
告
書
を
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。
※
詳
し
く
は
、
広
報
き
ゃ
ん

せ
長
浜
１
月
１
日
号
16
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

ｅ
‐
Ｔ
Ａ
Ｘ
確
定
申
告
会
場
の
開
設

ご
利
用
い
た
だ
く
と
、
初
回
に
限
り

最
高
で
５
千
円
の
税
額
控
除
が
受
け
ら

れ
る
「
ｅ
‐
Ｔ
Ａ
Ｘ
」
の
確
定
申
告
用

パ
ソ
コ
ン
を
申
告
会
場(

市
役
所
東
別

館
６
階
会
議
室)

に
設
置
し
ま
す
。

▼
と
き
　
２
月
16
日
〜
３
月
16
日

※
土
・
日
は
除
く

▼
時
間
　
９
時
〜
12
時

13
時
〜
16
時

▼
利
用
で
き
る
人
　
申
告
書
の
記
載

準
備
が
す
べ
て
で
き
て
い
る
人
で
、

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド(

電
子
申
請

に
必
要
な
証
明
書
が
発
行
済
み
の

も
の)

を
持
っ
て
い
る
人
。

※
事
前
に
「
ｅ
‐
Ｔ
Ａ
Ｘ
の
開
設
届
」

が
必
要
で
す
。

▼
お
問
合
せ
　
長
浜
税
務
署
7
U
６

１
４
４)

次
の
期
間
、
税
理
士
に
よ
る
無
料

税
務
相
談
所
が
開
設
さ
れ
ま
す
。

▼
と
き
　
２
月
17
日
・
25
日
〜
27
日

▼
時
間
　
９
時
30
分
〜
12
時

13
時
〜
16
時

▼
と
こ
ろ
　
長
浜
商
工
会
議
所

申
告
に
必
要
な
も
の

税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

無
料
税
務
相
談
所

住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の

申
告

バイクやコンバインなどの
名義変更・廃車手続きはお早めに
軽自動車税は、原動機付自転車や小型特

殊自動車（コンバイン・フォークリフト等）、
軽自動車などを、その年の４月１日に所有
している人に課税されます。
他人へ譲ったり、故障などにより廃棄ま

たは盗難に遭ったりして車両を現に所有し
ていない場合であっても、名義変更や廃車
手続きが完了していないと、その年一年分
の軽自動車税がかかることになりますので、
早めに手続きをしてください。
【申請・お問合せ窓口】

原動機付自転車・小型特殊自動車
税務課(7X６５２４)
浅井支所市民福祉課(7a４３５２)
びわ支所市民福祉課(7_５２５３)

＊ナンバープレート(紛失の場合でも廃車手
続き可)と印鑑をご持参ください。
軽自動車
軽自動車検査協会(7077-585-7103)
125ccを超える二輪車※滋賀ナンバー

滋賀運輸支局(7050-5540-2064)

▼
▼

▼


